
高知市立南海中学校 

 

南海中学校部活動規則 
 

 

部活動の目的 

 

１. 自主性を重んじ，意欲的・積極的に部活動に取組む。 

２. 学級・学年を越えた交流を図る中で，お互いを尊重し，信頼しあえる人間関係を築く。 

３． 個性を生かし，ひと・ものを愛する心情を育て，豊かな情操を養う。 

４． 健全な精神・体力を養い，礼儀・規則を守る心を育て，将来に役立たせる。 

 

以上の目的を踏まえ，部活動の円滑な運営を図るため，以下の規則を定めるものとする。 

 

 

部活動規則 

１.部活動全般に関する規則 

(１)  「部活動の目的」を達成するために，日々精進し，努力すること。 

（２） 部活動に所属し，学校を代表する場面があるものとして，より学校の規則（南海中学校生

徒心得）を遵守することが求められることを自覚すること。 

（３） 学校に顧問（または顧問の代理）がいないときは部活動を行わないこと。また，自分が所

属しない部で活動しないこと。 

 (４)  安全に活動するために体育館や施設・設備（校外施設・設備を含む）を大切に使用し，定

期的に安全点検をすること。破損したり，破損を発見したりしたときは，すぐに顧問に連

絡し，安全を最優先して活動すること。 

（５） 制服・体操服，または各部で決められた節度ある服装で活動すること。平日の部活動終了

後の下校時や土日祝日の登下校時の服装も，制服・体操服または部で定められたものとす

る。 

（６） 登下校時の交通安全には十分気をつけ，無灯火・二人乗り・傘さし・ながら運転等は絶対

にしないこと。また，登下校時の買い食いをしないこと。 

(７)  活動は決められた時間に終え，終了後は速やかに帰宅すること。 

  (８)  午前中で授業が終了する場合は，昼食になるものを朝買ってくるか弁当を持ってくる。そ

うでない者は，帰宅して食事をして来る。学校から買いに行かないこと。やむを得ない場

合は顧問へ必ず相談すること。また，食事をする場合は，決められた教室で行い，部室で

は食事をしないこと。 

(９)  部員が部活動規則を守れないとき、学校の規則（南海中学校生徒心得）が守れないときは，

部活動として部員の学校生活が改善されるように努めること。それでも改善しない場合は

部活動への参加を認めない。 

 

２．練習時間について 

 (１)  午後６時１５分までとする。片付けをし、午後６時３０分までに完全下校とする。 

(２)  早朝の活動については，必ず顧問がつき，家庭の理解を得て実施すること。また，朝の学

活に間に合うように余裕を持って活動を終わること。 
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３．部室を使用する場合の規則 

(１) 部室の管理・運営は，体育科教員と各顧問がこれに当たり，各部員はキャプテンを中心に，

自主的に管理・運営に協力すること。 

(２) 部室内は火気厳禁とする。また，常に清潔にし，各部で責任をもって清掃すること。 

(３) 部室の使用は練習時間中のみとし，学校の休み時間等に出入りをしないこと。また，練習

終了後に長く部室にとどまらないこと。 

(４) 部室の鍵は，使用後はすぐに職員室（顧問の先生）に返すようにし，生徒で管理すること

は厳禁とする。 

(５) 施設の取り扱いには十分注意し，万一破損した場合はすぐに顧問，体育科教員に届け出る

こと。 

(６) 部員以外の者の入室は厳禁とする。 

(７) 活動で使用するシューズ等の個人の用具類は，部で定められた場所等においてしっかりと

自己管理すること。 

(８) 部室での飲食及びマンガ・雑誌他，部活動に関係のない物の持込みは禁止とする。 

 

４．部活動で教室を使用する場合の規定 

(１) 教室内にある教材・機器などに触れないこと。 

(２) 上記の教材・機器などを使用する場合は，必ず顧問の許可を得ること。 

(３) 戸締りを忘れないこと。（キャプテンあるいはそれに替わる責任者は，最後に戸締りの点

検をすること） 

(４) 昼食をとる時は，顧問の先生の指示に従い，後始末をきちんとすること。（ごみ等は，す

べて持ち帰ること） 

 

５．体育館使用上の規則 

(１)  体育館を使用した部は活動後，必ずモップをかけて掃除をし，ごみ捨て・後始末・戸締り

をすること。 

(２) 館内はすべて体育館専用のシューズを使用すること。 

(３) 定期的にステージや更衣室、管理室の掃除を行う。 

(４) 体育館入口のガキについては体育館使用部活責任者が責任をもって対応する。 

 

 

以 上 の こ と が 守 れ な い 場 合 は ，学 校 長 の 判 断 の も と ，試 合 出 場

停 止 や 部 活 動 へ の 参 加 停 止 な ど ，き び し い 処 置 を と る こ と が あ

る 。  
 


